
閣議及び閣僚懇談会議事録 
 

開催日時：平成２９年９月１日（金）    ９：１３～９：２２ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

林   芳 正 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣，内閣府特命担当大臣） 

齋 藤   健 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

中 川 雅 治 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

小野寺 五 典 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

吉 野 正 芳 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

江 﨑 鐵 磨 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

松 山 政 司 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ５件 

     ○公布（条約）    １件 

○政令        １件 

○人事        ３件 

○報告        ３件 

     いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「「東日本大震災

からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）の設置」の一部改正」につい

て，御決定をお願いいたします。本件につきましては，後程，復興大臣から，御発

言があります。 

  次に，「日・豪物品役務相互提供協定」の効力発生のための公文の交換について，

御決定をお願いいたします。本協定は，先の通常国会で承認を得たものであります。 

あわせて，本協定を公布することについて，御決定をお願いいたします。 

  次に，「日米地位協定」第２条に基づく，米軍使用施設・区域の共同使用等につい

て，御決定をお願いいたします。今回の案件は，陸上自衛隊と米陸軍との実動訓練

を実施するため，神奈川県の「横浜ノース・ドック」を共同使用するもの等計７件

であります。 

  次に，「ラトビア国」及び「ニジェール国」駐日特命全権大使の接受に御裁可を仰

ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，６日，信任状捧呈の予定で

あります。 

次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「トルコ国」及び「メキシコ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信

任状及び解任状であります。 

  次に，政令について，御決定をお願いいたします。「関税暫定措置法施行令の一部

を改正する政令」は，特恵受益国等の適用除外となる国等の指定に係る基準を定め

る等の措置を講ずるものであります。 

  次に,人事案件について，申し上げます。まず，イエメン国駐箚大使林克好及び在

中華人民共和国日本国大使館在勤公使伊藤康一を願いに依り免ずることについて，

御決定をお願いいたします。 

  次に,総務省人事といたしまして，国際戦略局長に情報通信国際戦略局長今林 

顯一を充てることを承認することについて，御決定をお願いいたします。 

  次に，辻隆兒外１５７名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

  次に，国会所管，裁判所所管及び会計検査院所管の平成３０年度予算概算要求書

について，御報告があります。これらの概算要求書は，財政法に基づき，内閣に送

付されたものであり，予算決算及び会計令に基づき，財務大臣に回付するものであ

ります。 

○菅国務大臣：次に，復興大臣から御発言がございます。 

○吉野国務大臣：「東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）

の設置について」の一部改正について申し上げます。 

本件は，岩手県陸前高田市及び宮城県石巻市に加え，福島県双葉郡浪江町に，東

日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）を設置することに

ついて，定めるものです。 
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 本施設は，東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や，震災の記憶と教訓の後

世への伝承とともに，国内外に向けた復興に対する強い意志の発信のために，設置

するものです。 

 国土交通省や地方公共団体と連携し，国営追悼・祈念施設（仮称）の整備に取り

組んでまいります。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

なお，海外出張された国土交通大臣の帰朝報告は，お手元の資料のとおりです。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 29年 

                 ９月１日 

 

◎一般案件 

   ○「東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・ 

祈念施設（仮称）の設置について」の一部改正に 

ついて（決定）     （復興庁・国土交通省） 

 〃  ○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間に 

おける物品又は役務の相互の提供に関する日本国 

政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発 

生のための外交上の公文の交換について（決定） 

                     （外務省） 

 〃  ○「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び 

安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに 

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」 

第２条に基づく施設及び区域の共同使用，追加提 

供，新規提供及び使用条件変更について（決定） 

                 （防衛省） 

   ☆ラトビア国特命全権大使ダツェ・トレイヤ＝マス 

ィー外１名の接受について（決定）  （外務省） 

〃  ☆トルコ国駐箚特命全権大使宮島昭夫外１名に交付 

すべき信任状及び前任特命全権大使岡  浩外１名 

の解任状につき認証を仰ぐことについて（決定） 

                     （同上） 

 

◎公布（条約） 

   ☆日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間に 

おける物品又は役務の相互の提供に関する日本国 

政府とオーストラリア政府との間の協定（決定） 

                  （外務省） 

 

 

 

（ 金 ）閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
な し  
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◎政  令 

○関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令  
（決定）              （財務省） 

  

      ◎人  事 

   ○特命全権大使林  克好外１名を願に依り免ずるこ 

とについて（決定） 

 〃  ○各府省幹部職員の任免につき，内閣の承認を得る 

ことについて（決定） 

 〃  ☆元池田市議会議員辻  隆兒外１５７名の叙位又は 

叙勲について（決定） 

    

◎報  告 

1. 国会所管平成３０年度概算要求書 

1. 裁判所所管平成３０年度概算要求書 

1. 会計検査院所管平成３０年度概算要求書 

について             （内閣官房） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

☆  

資 料  
あ り  
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